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開議　午前１０時００分 

 

○事務局長（請川義浩君）　御起立願います。 

　おはようございます。 

　町民憲章を斉唱いたします。 

　一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。 

　一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を

育てましょう。 

　一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてる、あたたかい町を育て

ましょう。 

　一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。 

　一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。 

　お座りください。 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　ただいまから、令和６年陸別町議会３月定例会を開会します。 

　庄野会計管理者より途中退席する旨、報告がありました。 

　会議に先立ち、事前に申し上げます。 

　本日、町広報に使用するため、町民課広報担当職員による写真撮影を会議規則第１０

３条の規定に基づき、議長により許可しておりますので御了承願います。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　これから、諸般の報告を行います。 

　議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので御了承願い

ます。 

──────────────────────────────────── 

◎町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　町長から、行政報告の申出があります。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　１月２４日の第１回臨時会以降、本日までの行政報告

を申し上げます。 

　お手元にお配りしております書面のとおりの内容でございますが、口頭で３件報告さ

せていただきます。 
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　１件目は、１００歳を迎えられた「しらかば苑」入所中の小田千代子さん、「ゆうの

里」入所中の沼津鉄蔵さんの２名に対し、内閣総理大臣からの祝い状と記念品の伝達、

陸別町からの長寿敬老祝金を渡させていただきました。御両名の御長寿をお祝いすると

共に、御健康をお祈り申し上げます。 

　２件目は、元陸別町議会議長で令和５年１２月１４日に逝去された故河本哲士さんが

特旨叙位正六位を受章され、内閣総理大臣からの賞状を２月１９日に御遺族に伝達させ

ていただきました。 

　３件目は、１月３１日に事業承継のための地域おこし協力隊研修受け入れに関する協

定書を、町内の飲食店経営者と締結いたしました。 

　本協定に基づき、関係機関が連携し、事業の後継者を確保することにより、事業の継

続や地域振興を期待するものであります。 

　なお、配付しております事業・業務・工事等の発注一覧につきましては、後ほど御覧

いただきたいと思います。 

　以上で、行政報告を終わらせていただきます。 

──────────────────────────────────── 

◎教育関係行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　次に、教育長から教育関係行政報告の申出があります。 

　有田教育長。 

○教育長（有田勝彦君）〔登壇〕　陸別町議会１２月定例会以降、本日までの主な教育

関係の行政報告につきましては、書面のとおりでありますが、書面の中から２件報告い

たします。 

　１月３日、令和６年陸別町はたちの集いをタウンホールで挙行いたしました。対象者

２６人のうち１４人が出席いたしました。式辞の後、本田町長と久保議長から心のこ

もったお祝いの言葉をいただき、参加者を代表して早田紫音さんから決意表明をしてい

ただきました。 

　会場では、小中学校時代の恩師も駆けつけ、久しぶりの再会を懐かしみ、御家族の皆

様とともに二十歳の門出をお祝いしたところであります。 

　２件目は、陸別小中学校の学年閉鎖、学校臨時休業についてであります。 

　各校では、インフルエンザ等による発熱、咳等の風邪症状による欠席、体調不良の児

童生徒が複数見られることから、陸別中学校は第２学年が１２月７日給食後から１２月

１１日まで学年閉鎖、その後、１２月８日給食後から１２月１２日まで、学校を臨時休

業といたしました。陸別小学校は１２月１１日３校時終了後の給食後から１２月１５日

まで、学校を臨時休業といたしました。 

　以上で、教育関係の主な行政報告を終わります。 

○議長（久保広幸君）　これで、行政報告を終わります。 



― 5 ― 

　ただいまの報告に係る一般質問の通告は、本日正午までに提出してください。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、５番中村議員、６番谷議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２　会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第２　会期の決定の件を議題にします。 

　本件については、３月１日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協議

しておりますので、委員長より報告を求めます。 

　三輪議会運営委員長。 

○２番（三輪隼平君）〔登壇〕　令和６年陸別町議会３月定例会の運営について、３月

１日に開催しました議会運営委員会において慎重に協議しましたので、その結果につい

て報告します。 

　今定例会において、町長から事前に配付のありました議案は、条例関係１８件、補正

予算７会計、新年度予算７会計の合わせて３２件であります。 

　次に、議会関係では、一般質問５名、及び委員会の閉会中の継続調査についてを予定

しております。 

　会期につきましては、議案の件数、内容等を総合的に勘案し、協議の結果、お手元に

お配りしております予定表のとおり、本日から３月１４日までの１０日間とし、３月９

日から１１日までの３日間は休会とすることに決定いたしました。 

　なお、３月１３日、１４日につきましては予備の日とし、予定表のとおり議事が進行

しなかった場合に限り、会議を開くことに決定しました。 

　次に、議案の一括議題についてでありますが、議事の能率化を図る上から、提案理由

が同一のものなどについては一括して行うことといたしました。議案第５号から議案第

１１までの令和５年度各会計補正予算７件と議案第１８号から議案第１９号までの条例

の一部改正２件、議案第２０号から議案第２１号までの条例の一部改正２件、議案第２

５号から議案第２６号までの条例の一部改正２件と、議案第２８号から議案第３４号ま

での令和６年度各会計当初予算７件については、提案理由の説明をそれぞれ一括して受

けることにいたしました。 
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　なお、従前同様、質疑、討論、採決は、各議案ごとに行うことにいたしましたので御

了承願います。 

　以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、特段の御理解と御協力を

お願い申し上げ、報告といたします。 

○議長（久保広幸君）　お諮りします。 

　本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日から３月１４

日までの１０日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、会期は、本日から３月１４日までの１０日間とすることに決定しまし

た。 

　次に、お諮りします。 

　一括議題等会議の進め方については、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり行い

たいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、そのように決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３　議案第３号教育委員会委員の任命について 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第３　議案第３号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第３号教育委員会委員の任命についてですが、現

委員のうち１名が令和６年３月３１日をもって任期満了となります。教育委員会委員に

つきましては、議会の同意をいただき任命しようとするものであります。 

　新たに山本奈都子氏を任命したいと考えております。 

　住所は、陸別町字陸別原野基線６９番地２１、生年月日は昭和５８年４月２２日生ま

れの満４０歳であります。 

　山本氏は、北海道足寄高等学校を卒業後、陸別町農業協同組合に勤務され、現在は町

内の燃料販売店に勤めております。 

　山本氏は、現在、陸別リコーダーアンサンブルクラブ育成会会長、陸別水泳少年団育

成会副会長、子どもカフェ運営のボランティアとして御活躍されております。 

　山本氏は、教育はもとより、ボランティア活動に熱心な方であり、人物、識見とも申

し分がなく、人格も高潔であると考えております。 
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　是非、御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定により、討論を省略し、これから議案

第３号教育委員会委員の任命についてを採決します。 

　この採決は、起立によって行います。 

　本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（久保広幸君）　起立全員です。 

　したがって、議案第３号は同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４　議案第４号陸別町地球温暖化対策基金条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第４　議案第４号陸別町地球温暖化対策基金条例を議題と

します。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第４号陸別町地球温暖化対策基金条例についてで

すが、陸別町における地球温暖化対策に関する事業に要する経費の財源に充てるため、

所要の制定を行おうとするものであります。 

　内容につきましては、町民課長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　遠藤町民課長。 

○町民課長（遠藤克博君）　議案第４号について説明いたします。 

　議案書２ページを御覧ください。 

　陸別町地球温暖化対策基金条例について御説明いたします。 

　陸別町はゼロカーボンシティを宣言しておりますけれども、令和６年度において具体

的にどんな対策をとるか、陸別町としてどんなことをやっていくかということについて

計画を策定する予定でおります。まだ具体的なものはこれからではありますけれども、

まず、様々な対策を行う上で基金を制定し、必要に応じてその基金を活用して事業を行

いたいということで考えております。 

　以上で、雑駁ではありますけれども、説明といたします。 

　以後、御質問によってお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（久保広幸君）　これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これで終わります。 

　これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第４号陸別町地球温暖化対策基金条例を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第　５　議案第５号令和５年度陸別町一般会計補正予算（第 

　　　　　　　１０号） 

◎日程第　６　議案第６号令和５年度陸別町国民健康保険事業勘定 

特別会計補正予算（第３号） 

◎日程第　７　議案第７号令和５年度陸別町国民健康保険直営診療 

施設勘定特別会計補正予算（第４号） 

◎日程第　８　議案第８号令和５年度陸別町簡易水道事業特別会計 

　　　　　　　補正予算（第４号） 

◎日程第　９　議案第９号令和５年度陸別町公共下水道事業特別会 

　　　　　　　計補正予算（第３号） 

◎日程第１０　議案第１０号令和５年度陸別町介護保険事業勘定特 

　　　　　　　別会計補正予算（第３号） 

◎日程第１１　議案第１１号令和５年度陸別町後期高齢者医療特別 

　　　　　　　会計補正予算（第２号） 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第５　令和５年度陸別町一般会計補正予算（第１０号）か

ら、日程第１１　議案第１１号令和５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）まで、７件を一括議題といたします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第５号令和５年度陸別町一般会計補正予算（第１

０号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億８,５５８万９,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億５５７万２,０００円とす

るものであります。 
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　続きまして、議案第６号令和５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,４８９万１,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,７２６万４,０００円

とするものであります。 

　続きまして、議案第７号令和５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第４号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４７９万９,

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,８３９万５,０００

円とするものであります。 

　続きまして、議案第８号令和５年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４２万９,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９,２９４万３,０００円とするものであり

ます。 

　続きまして、議案第９号令和５年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５万３,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,１５５万５,０００円とするもので

あります。 

　続きまして、議案第１０号令和５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４万１,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,３３８万６,０００円とするもの

であります。 

　続きまして、議案第１１号令和５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５万５,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,４５４万１,０００円とするものであり

ます。 

　以上、議案第５号から議案第１１号まで、７件を一括提案させていただきます。 

　内容につきましては、副町長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（久保広幸君）　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　それでは、議案第５号から第１１号まで一括で説明させてい

ただきます。 

　はじめに、今回の補正予算につきましては、各会計共通しまして、事務事業の確定ま

たは確定見込みなどによる減額が主な補正予算となっております。 

　これらの減額に係る項目の説明につきましては、簡略に説明させていただきたいと思

います。 

　それでは、議案第５号の説明から始めたいと思います。議案書１ページをお開きくだ

さい。 
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　議案第５号令和５年度陸別町の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところ

による。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　繰越明許費の補正。。 

　第２条、繰越明許費の追加、変更は、「第２表繰越明許費補正」による。 

　債務負担行為の補正。 

　第３条、債務負担行為の追加、変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

　地方債の補正。 

　第４条、地方債の追加、変更は、「第４表地方債補正」による。 

　それでは、これより事項別明細書により説明いたします。歳出から説明いたしますの

で２４ページをお開きください。 

　２歳出。 

　１款議会費１項１目議会費５０８万７,０００円の減額であり、１節報酬からから１３

節まで、いずれも確定または確定見込みによる減額であります。 

　２款総務費１項総務管理費１目一般管理費８５万円の減額。８節旅費及び１２節委託

料は、いずれも確定見込みによる減額であります。１８節北海道自治体システム協議会

負担金４１万８,０００円。こちら、定年引き上げ等に係る人事給与システムの改修費で

ございます。 

　２目文書広報費１３万１,０００円の減。８節から１８節まで、いずれも確定見込みに

よる減額です。 

　４目会計管理費２８万４,０００円の減。１１節役務費、口座振替１万８,０００円の

追加。これは件数の増によるものでございます。窓口収納手数料は３０万２,０００円の

減。こちら、確定見込みによるものでございます。 

　５目財産管理費７億６１２万円の増。１０節から１８節まで、いずれも確定または確

定見込みによる減額及び増額であります。１０節需用費、燃料費３７万８,０００円。こ

ちら、庁舎の燃料費が不足を生じたものでございます。１２節委託料、施設設備等改修

１８６万５,０００円の減。こちらは道営事業に係る光伝送路の移設業務の確定による減

でございます。歳入で道からの移設補償金も同様に減額しております。１４節工事請負

費、庁舎改修１,３５３万７,０００円の減。衛生器具、給排水設備等工事の確定による

減額です。２４節積立金７億２,５２９万３,０００円の増。今年度の事業の確定または

確定見込みによる減額分、普通交付税の留保分、繰越金、備荒資金組合超過資金の取崩

し分５億円、ふるさと納税分等を各基金へ積み立てます。 

　財政調整基金が予算積立てで６,４３８万５,０００円。ふるさと整備基金が、ふるさ

と納税１９０件、指定寄附２件、２８２万３,０００円。いきいき産業支援基金が、予算
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積立てで５,０００万円、優良家畜導入事業の償還金で３８７万５,０００円、ふるさと

納税２８件、３５万８,０００円、合計で５,４２３万３,０００円。ふるさと銀河線跡地

活用等振興基金が、ふるさと納税３１件、５４万１,０００円。町有林整備基金が、ふる

さと納税２９件、４８万３,０００円。地域福祉基金が、予算積立て５,０００万円、ふ

るさと納税２８件、指定寄附１件、２３３万９,０００円。公共施設等維持管理基金が、

予算積立て５,０００万円。給食センター管理運営基金が、ふるさと納税２８件、４１万

１,０００円。スポーツ振興基金が、ふるさと納税６件、７万８,０００円。地球温暖化

対策基金が、予算積立てで５億円であります。 

　２８ページ。 

　６目町有林野管理費４７９万７,０００円の減です。８節から１５節まで、いずれも確

定見込みによる減額であります。 

　７目企画費７２８万３,０００円の減。１１節役務費は決済システムの利用２３万１,

０００円。その他、これはふるさと納税に係るもので実績見込みでございます。令和５

年度に３サイト増やして、現在１３のサイトで運営しております。１８節７５１万４,０

００円の減。こちら、確定見込みによる減額でございます。 

　１１目交流センター管理費１７節備品購入費３万７,０００円の減、確定による減額で

す。 

　１２目銀河の森管理費４１０万１,０００円の減。７節から１２節まで、いずれも確定

見込みによる減でございます。１０節需用費、光熱水費１８９万４,０００円の減になっ

ておりますが、こちら、総合観測室の一部機械の稼働が少なかったための電気料の減額

であり、同額の歳入も補正しております。 

　１３目地域活性化推進費８３万８,０００円の減。１節から１８節まで、いずれも確定

見込みによる減額です。 

　２項徴税費１目税務総務費１７節備品購入費４万７,０００円の減。確定による減でご

ざいます。 

　２目賦課徴収費１８節負担金補助及び交付金、北海道自治体システム協議会１２４万

７,０００円。こちら、森林環境譲与税の対応等によるシステム改修費用となっておりま

す。 

　３項１目戸籍住民基本台帳費１８節北海道自治体システム協議会４８８万４,０００

円。こちら戸籍システムの読み仮名対応に係るシステム改修で、既定予算で計上されて

おりましたが、今回追加計上となるものでございます。なお、国の作業の遅れにより、

一部が年度内に完成しないこととなるため、令和６年度への繰越明許予算としておりま

す。財源として国庫補助金９２９万５,０００円が計上されております。 

　５項統計調査費１目指定統計調査費１節報酬７万１,０００円の減、こちら確定による

ものでございます。 

　６項１目監査委員費３２万８,０００円の減。８節から１８節まで、いずれも確定見込
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みによる減でございます。 

　３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１,９０５万円の減。１０節から１９節

まで、いずれも確定見込みによる減額であります。１９節扶助費、身体障害者更生医療

給付費１,３２４万７,０００円の減でございますが、こちら、被保護者の対象者が減っ

たことによる実績見込みでありまして、連動して歳入も補正となります。２７節繰出

金、国保会計繰出金７９５万８,０００円。介護保険会計繰出金２６万３,０００円。い

ずれも特別会計に繰り出すものでございます。 

　２目老人福祉費７４６万３,０００円の減。１０節から１８節まで、いずれも確定見込

みによる減でございます。１８節の負担金補助及び交付金で、デイサービス運営事業４

３０万円の減。こちら、介護報酬の増と人件費の減によるものであり、実績見込みによ

ります。資料ナンバー２に運営費算出表を付けてございますので、後ほど御覧いただき

たいと思います。 

　介護予防日常生活支援総合事業運営事業４３万９,０００円。こちらは委託料及び利用

者収入が減により、運営費補助金が増となります。 

　３目後期高齢者医療費２２１万７,０００円の減。１８節から２７節まで、いずれも確

定見込みによる減でございます。 

　２項児童福祉費１目児童福祉総務費１５４万２,０００円の減。７節から１９節まで、

いずれも確定見込みによる減です。 

　２目児童福祉施設費３０万３,０００円の減。１９節扶助費、保育ママ利用助成の実績

見込みによるものでございます。 

　４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費３０万２,０００円の減。こちら、８節

から１８節まで確定見込みによる減額でございます。 

　２目保健衛生施設費１０節需用費、燃料費１２３万８,０００円の減。こちら、保健セ

ンターの燃料の実績見込みによるものでございます。 

　３目予防費８９１万９,０００円の減。７節及び１２節は確定見込みによる減です。１

８節負担金補助及び交付金でございますが、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付

費負担金２７万７,０００円。こちら、予防接種被害と認定された方の医療費を負担する

ものでございまして、全額国からの財源がございます。１９節扶助費８４万８,０００円

の減。確定見込みによるものでございます。 

　４目環境衛生費９７万５,０００円。こちら、１０節需用費が１６万１,０００円増と

なっておりますが、これ、火葬場に係るものであり、冬期間の利用が増加したためでご

ざいます。１３節及び１４節は確定見込みによる減でございます。 

　５目診療所費２７節繰出金、国民健康保険直営診療施設勘定への繰出金２６７万７,０

００円の減でございます。 

　２項清掃費１目清掃総務費２６万９,０００円の減。こちら、１８節の確定による減で

す。 
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　２目塵芥処理費１８節負担金補助及び交付金、十勝圏複合事務組合２５万円の増。こ

ちら、確定による精算でございます。一般廃棄物処理負担金４６万３,０００円の減。こ

ちら、ちほく三町処理施設分であり、こちらも確定による減額です。 

　３７ページ、３項水道費１目専用水道費１０節需用費、光熱水費３９万４,０００円の

増でございますが、こちら、日産の敷地内にある小利別地区の専用水道に係る電気料

で、実績見込みとなります。１２節及び１７節は、確定見込みによる減です。 

　２目水道費２７節繰出金１７万１,０００円の増。こちら、簡易水道事業の特別会計へ

の繰出金でございます。 

　５款労働費１項１目労働諸費５万円の減。こちら、１８節の地区連合の補助金が未執

行による減でございます。 

　２目雇用再生対策費２１６万円の減。１８節で地元雇用促進事業の確定見込みによる

減でございます。 

　３目緊急雇用対策費１３９万３,０００円の減。こちら、１２節が確定見込みによる減

でございます。 

　６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費１３５万円の減。こちら、１節から１

２節まで、確定見込みによる減額です。 

　３目農業振興費５２６万６,０００円の減。こちらも確定による減額及び増額でござい

ます。このうち、新規就農者育成総合対策事業４２５万円の減は、就農開始時期の遅れ

により、次年度での交付となったため減額し、また、同額の歳入も減額しております。 

　５目農地費１,５０７万６,０００円の減。８節から１８節まで、確定よる減額及び増

額です。１８節の負担金、道営土地改良事業負担金は中陸別地区、７８６万９,０００円

の減、トマム地区、１,４４７万７,０００円の減などとなります。いずれも道の事業の

確定によるものでございます。草地畜産基盤整備事業は、こちらも道の事業量の増加に

より７４４万１,０００円の増額となります。 

　６目営農用水管理費８９１万９,０００円の増。８節から１８節まで、事業確定見込み

によるもの及び道営事業、第２上陸別でございますが、の事業確定による補正です。 

　１８節負担金補助及び交付金、道営土地改良事業の地元負担金１,００７万６,０００

円の増は、こちら、道営事業の事業量増加による増でございまして、既定予算分と合わ

せて２,１７９万５,０００円を翌年度への繰越明許費とします。資料ナンバー３の１及

び３の２を後ほど御覧ください。 

　８目農畜産物加工研修センター管理費１２節委託料、施設等改修６万円の減。こち

ら、確定による減でございます。 

　２項林業費１目林業振興費４０６万６,０００円の減。いずれも確定見込みによる減で

ございます。１４節は陸別地区の小規模治山工事でございます。 

　３目林道新設改良費１５１万円の減。いずれも確定見込みによる減額で、１４節は東

トマム高台線工事でございます。 
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　７款商工費１項商工費２目商工振興費１８節７８万３,０００円、確定見込みによる減

です。 

　３目観光費７３万７,０００円の減。８節及び１８節は共に、確定見込みによるもので

ございます。 

　４目公園費１２節委託料１９万４,０００円の減。確定によるものでございます。 

　５目消費者対策費８節旅費４万８,０００円の減。こちらも確定見込みによるものでご

ざいます。 

　８款土木費１項土木管理費１目土木総務費８節旅費１９万９,０００円の減。こちらも

確定見込みによる減です。 

　２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費１２節委託料２０万９,０００円の減。こ

ちらも確定見込みによります。 

　２目道路維持費１２節委託料３８万５,０００円減。こちらも確定見込みによります。 

　３目橋りょう維持費１４節工事請負費６７２万３,０００円の減。こちら、桂庵橋、陸

別橋ほかとなり、こちらも確定よる減です。 

　４目道路新設改良費１４節工事請負費９７万６,０００円の減。これは町道駅南通りほ

かの工事で、こちらも確定によるものです。 

　５目街路灯費１２節委託料３万３,０００円の減。これも確定による減です。 

　４項住宅費１目住宅管理費１２節委託料１０万２,０００円の減。こちらも確定見込み

によります。 

　２目住宅建設費１,４１７万９,０００円の減。１２節及び１４節は確定による減で

す。１４節の公営住宅建設は新町団地２棟４戸の工事で、外構工事も同じもので新町団

地です。 

　５項１目下水道費２７節繰出金、公共下水道事業特別会計への繰出金２５万３,０００

円の減です。 

　９款消防費１項１目消防費２４７万３,０００円の減。１節から２６節まで、確定見込

みによる減です。 

　２目災害対策費１８節負担金補助及び交付金１２万７,０００円の減。こちら、十勝広

域消防負担金の中での支出となったため、未執行となります。 

　１０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費８節旅費６万円の減。こちら、確定見

込みによります。 

　２目事務局費７３万８,０００円の減。８節及び２０節、確定見込みによるものでござ

います。 

　３目教育振興費８節旅費１７万８,０００円の減。こちらも確定見込みでございます。 

　４目スクールバス運行管理費１２節１９５万５,０００円の減。こちらも確定見込みで

ございます。 

　５目教育研究所費８節旅費９万１,０００円の減。こちらも確定見込みでございます。 
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　２項小学校費１目学校管理費３４万３,０００円の減。１０節から１２節まで、こちら

も確定見込みによる減でございます。 

　２目教育振興費６１万３,０００円の減。１８節及び１９節は確定見込みによるもので

ございます。 

　３項中学校費１目学校管理費２８万７,０００円の減。１０節及び１２節は確定見込み

によるものでございます。 

　２目教育振興費６０万７,０００円。１８節、１９節は確定見込みによるものでござい

ます。 

　４項社会教育費１目社会教育総務費２２１万７,０００円の減。こちら、１節から１８

節まで、確定見込みによります。 

　２目公民館費３２万８,０００円の減。こちらも確定見込みによります。 

　５項保健体育費１目保健体育総務費２４万８,０００円の減。１節から１８節まで、確

定見込みによるものでございます。１８節は、スポーツ振興基金の対象事業は今後見込

まれるため不足額を補正するもので、こちら、全額スポーツ振興基金からの繰入れを財

源とします。 

　２目体育施設費９４万４,０００円の減。こちらも確定見込みでございます。 

　３目学校給食費１８５万８,０００円の減。こちらも確定見込みでございます。 

　続いて、１１款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費１目農業用施設災害復旧費

９万５,０００円の減。こちらも確定による減でございます。 

　１２款公債費１項公債費１目元金、２２節償還金利子及び割引料８万９,０００円の

増。こちら、借入額が確定したことによるものでございます。 

　２目利子、２２節償還金利子及び割引料１９２万４,０００円。こちら、予定より利率

の上昇があったことによるものでございます。 

　５４ページから５７ページにかけて、給与費明細書を付けてございますので、後ほど

御覧いただきたいと思います。 

　以上で歳出を終わりまして、次に、歳入のほうに移りたいと思います。 

　１２ページをお開きいただきたいと思います。 

　１、歳入。 

　１款町税１項町民税１目個人、１節現年課税分３９万２,０００円の増。２節滞納繰越

分１９万１,０００円の増。 

　２目法人、１節現年課税分２２３万５,０００円の増。いずれも調定見込みによるもの

でございます。 

　続きまして、２項１目固定資産税、１節現年課税分６３９万６,０００円、２節滞納繰

越分２６万８,０００円の減。こちらも共に調定見込みによります。 

　３項軽自動車税１目環境性能割、１節現年課税分２３万７,０００円の減。こちらも調

定見込みによるものでございます。 
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　４項１目町たばこ税７７万２,０００円の増。こちらも調定見込みによるものでござい

ます。 

　１０款地方交付税１項１目１節地方交付税、普通地方交付税７,９６７万３,０００

円。これにより普通交付税の総額が令和５年度の確定額と同額の２１億４,３９９万５,

０００円となります。特別地方交付税が、当初と変わらず２億円予算計上してございま

すので、交付税総額は２３億４,３９９万５,０００円となるものでございます。 

　１２款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金１節農業費分担金、草地

畜産基盤整備事業分担金１１０万５,０００円。こちらは道営草地基盤整備事業の陸別第

２に係る受益者分担金で、道営事業の実績に合わせての補正となります。 

　１３款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料１節行政財産使用料１８９万５,０

００円の減。こちらは総合観測室の電気料相当分となります。 

　２目民生使用料１節老人福祉使用料１３７万６,０００円の減。福寿荘分でございま

す。３節福祉住宅使用料３６万円の減。からまつハウス分でございます。 

　３目衛生使用料２節水道使用料１０万円の減。 

　４目農林水産使用料２節営農用水使用料４０万円の減。こちらは実績見込みでござい

ます。 

　７目教育使用料３２万１,０００円の減。２節及び３節とも、こちらもいずれも実績見

込みでございます。 

　２項手数料１目１節総務手数料１,０００円、実績見込みによるものでございます。 

　１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１節社会福祉費負担金１,０３８万

１,０００円の減。いずれも、歳出事業費の２分の１であり、実績見込みによるものでご

ざいます。同様に、道費のほうも補正となります。２節児童福祉費負担金３３万６,００

０円の減。こちらも実績見込みでございます。 

　２目衛生費負担金１節保健衛生費負担金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国

庫負担金１７９万５,０００円の減でございます。こちらも確定見込みによるものでござ

います。新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金２７万６,０００円。実績見

込みにより同額の歳出計上がございます。 

　２項国庫補助金１目総務費補助金１節総務管理費補助金、社会保障・税番号制度導入

整備補助金で９２９万５,０００円の増でございます。こちらは全額が翌年度繰越明許財

源となります。 

　２目民生費補助金１節社会福祉費補助金２３万７,０００円の減。確定によるものでご

ざいます。 

　３目衛生費補助金１節保健衛生費補助金３２７万１,０００円の減。確定見込みによる

ものでございます。 

　４目土木費補助金１節道路橋りょう費補助金４９万４,０００円の増。２節住宅費補助

金３２万円の減。いずれも確定によるものでございます。 
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　５目教育費補助金１節小学校費補助金１４万１,０００円の増。２節中学校費補助金３

万１,０００円の増。いずれも確定によるものでございます。 

　３項委託金１目総務費委託金１節総務管理費委託金７万５,０００円の減。こちらも確

定によるものでございます。 

　１５款道支出金１項道負担金１目民生費負担金１節社会福祉費負担金４２３万９,００

０円の減。国庫補助金と同じ項目でございまして、いずれも確定見込みによるものでご

ざいます。２節児童福祉費負担金１２万２,０００円の減。こちらも確定見込みによるも

のでございます。 

　２項道補助金２目民生費補助金１節社会福祉費補助金５,０００円の減。こちらも確定

見込みでございます。 

　４目農林水産業費補助金１節農業費補助金１００万９,０００円の減。２節林業費補助

金９２２万６,０００円の減。こちら、いずれも確定見込みによる減額及び増額となるも

のでございます。新規就農者育成総合対策事業補助金４２５万円の減につきましては、

歳出のほうで言いました新規就農開始が遅れたことによるもので、次年度となったもの

でございます。次世代農業促進生産基盤特別対策事業３１７万円は、道営草地整備事業

の事業確定により、増額となるものでございます。 

　５目教育費補助金１節教育総務費補助金３万７,０００円の減。こちら、確定によるも

のでございます。 

　３項委託金３目農林水産業費委託金１節農業費委託金３３万５,０００円。いずれも道

営事業に係る監督等補助委託金で、道の事業確定による精算となります。 

　１６款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入、教職員住

宅貸付収入１６万３,０００円の減。実績見込みでございます。 

　２項財産売払収入２目物品売払収入、１節生産物売払収入、町有林素材売払で６５万

５,０００円の減で、こちら、間伐材の売払で弥生地区で６．４ヘクタール分となりま

す。 

　３目施設出資金精算等収入５億円。こちら、備荒資金組合の超過納付分の取崩しであ

り、全額基金積立てに充当しております。 

　これにより、備荒資金組合の納付金残高でございますが、普通分として３億円、超過

分として４億４,７９５万円となります。 

　１７款寄附金１項寄附金２目指定寄付金、内訳につきましては歳出のほうで説明させ

ていただきましたので、省略させていただきたいと思います。１節総務費寄附金３８４

万７,０００円。２節農林水産業費寄附金３５万８,０００円。３節教育費寄附金４８万

９,０００円。４節民生費寄附金２３３万９,０００円。 

　１８款繰入金１項特別会計繰入金１目介護保険事業勘定特別会計繰入金は１６万３,０

００円の減。 

　２目後期高齢者医療特別会計繰入金２５万４,０００円の増。いずれも事業が確定した
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ことによる精算でございます。 

　２項基金繰入金９目１節スポーツ振興基金繰入金１５万８,０００円。こちら、歳出の

ほうで説明させたいただいたので、省略させていただきます。 

　１０目１節森林環境譲与税基金繰入金８５万４,０００円の減。こちら、基金充当事業

の確定による精算でございます。 

　１９款繰越金１項１目繰越金１節前年度繰越金３,２８４万８,０００円の増前年度繰

越額の残り全額を計上しております。 

　２０款諸収入３項貸付金元利収入１目１節家畜導入貸付金収入３８７万５,０００円。

９頭分の償還金で、全額基金のほうに積立てしております。 

　３目１節奨学資金貸付金収入２４万円。こちら、確定見込みによるものでございま

す。　４項雑入３目過年度収入１節林業費補助金過年度収入１９３万９,０００円の減で

ございますが、こちら、令和４年度の実施事業分の確定分でございます。令和４年度の

準備地拵え１２．４ヘクタール分と間伐材の伐採分２６ヘクタール、こちらの分が過年

度収入の減となっております。 

　４目雑入３節高齢者福祉施設負担金３３０万４,０００円の減。福寿荘入居者の実費負

担分でございます。こちら、入居者の減であります。４節学校給食費等９５万２,０００

円の減。確定見込みでございます。７節雑入３５１万６,０００円の減。主催者支給旅費

から、次のページの町村会人材育成等事業助成金まで、増減はありますけれども、いず

れも確定見込みによるものでございます。 

　２１款町債。町債につきましては、いずれも確定によるものでございまして、当該事

業名と金額は説明欄を御覧いただきたいと思います。 

　１項町債１目１節総務債、２事業で４３０万円の増。このうち、天文台改修事業につ

きましては、令和６年度の改修予定の工事に係るものの設計費分４５０万円が今回新規

で計上しております。 

　３目農林水産業債１節農業債、５事業で８９０万円の減。いずれも道営事業であり、

確定見込みによる増減であります。第２上陸別の畑地帯総合整備事業につきましては、

こちら、国の予算状況で翌年度繰越分などもございまして、過疎債が３８０万円の減。

防災・減災の国土強靱化緊急対策が１,３７０万円追加となるため、差し引きで９９０万

円の増と計上しております。２節林業債、２事業で１２０万円の減。 

　４目土木債１節道路橋りょう債、７事業で６８０万円の減。このうち第３岡山橋の改

修事業４３０万円は新規で増額しております。 

　以上で歳入を終わりまして、６ページをお開きいただきたいと思います。 

　第２表繰越明許費補正でございます。 

　追加分、上から２款総務費３項戸籍住民基本台帳費、戸籍システム改修事業９２９万

５,０００円。 

　４款衛生費２項清掃費、下水道建設負担金事業５,０００円。 
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　６款農林水産業費１項農業費、道営農地整備事業トマム地区、３１万６,０００円。款

項同じく、道営農地整備事業トマム第２地区、１,０３６万１,０００円。また款項同じ

く道営担い手畑地帯総合整備事業２,１７９万５,０００円。 

　次に変更でございますが、２款総務費１項総務管理費、電力・ガス・食料品等価格高

騰緊急支援追加給付金事業、金額が６７５万１,０００円から８５４万４,０００円に変

更になります。 

　次に、７ページ、御覧いただきたいと思います。 

　第３表の債務負担行為補正でございます。 

　左から事項、期間、限度額となります。 

　追加分として、１行目の役場庁舎警備・清掃等委託業務から、８ページの陸別町給食

センター給食調理等委託業務まで、２７件でありますが、いずれも４月１日から業務を

開始するため、３月中の入札が必要であるため、債務負担行為を行うものでございま

す。 

　次に、変更分でございます。ともに限度額の変更でございます。令和５年度大家畜特

別支援資金利子補給、期間は同じで、変更後の限度額２０８万４,０００円。令和５年度

陸別町農業近代化資金利子補給１５号資金、こちらも期間同じで、変更後の限度額３５

２万３,０００円。いずれも借入額が確定したことによるものでございます。 

　次に、９ページを御覧ください。 

　第４表地方債補正であります。 

　いずれも歳入で説明させていただきました金額が反映されております。 

　追加分。今回の補正予算で新たに借入れする事業が２件ございます。起債の目的は、

公共事業等のトマム第２地区農地整備事業で、限度額は５６０万円。続いて、防災・減

災・国土強靱化緊急対策事業の第２上陸別地区畑地帯総合整備事業で、限度額は１,３７

０万円。起債の方法は、普通貸借または証券発行、利率は４.０％以内。償還の方法は、

借入先の融通条件による。ただし、町財政の都合により据置期間の短縮もしくは繰上償

還をすることができるでございます。 

　次に、変更分でございますが、主に事業確定による限度額の変更であります。ただ

し、新規分として１０ページ、過疎対策事業の天文台改修事業、限度額４５０万円。１

１ページの第３岡山橋改修事業、限度額４３０万円がございます。これにより、一般単

独事業の脱炭素化推進事業は４２０万円から４００万円と、２０万円の減。緊急自然災

害防止対策事業につきましては７,８５０万円から７,７９０万円と、６０万円の減。過

疎対策事業は６億１,８９０万円から５億８,７８０万円と、３,１１０万円の減です。限

度額の変更箇所については後ほど御覧いただきたいと思います。 

　以上で、議案第５号の一般会計の説明を終わります。 

○議長（久保広幸君）　１１時１５分まで休憩いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１０時５７分 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午前１１時１４分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　議案第６号の前に、２か所、説明に誤りがございましたの

で、訂正させていただきたいと思います。 

　まず、歳入の１９ページの、この中で備荒資金組合の残高を私が説明させていただき

ましたが、金額に誤りがございましたので、普通分は３億円。超過分でございますが、

４億４,８９５万円でございます。 

　続きまして、３１ページの説明でございますが、３１ページの北海道自治体情報シス

テム協議会の説明、１２４万７,０００円でさせていただきましたが、森林環境譲与税と

私が申しましたが、正しくは森林環境税のことでございます。 

　以上、訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。 

　続きまして、引き続き、議案第６号の説明に移りたいと思います。 

　議案第６号令和５年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによる。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　それでは、歳出６ページを御覧いただきたいと思います。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費３５万円の減。８節及び１７節、確定見込

みによる減です。 

　３項１目運営協議会費１３万５,０００円の減。いずれも確定見込みによる減でござい

ます。 

　２款保険給付費１項療養諸費１目療養給付費１８節の療養給付費８２８万３,０００円

の減。 

　２項１目高額療養費１８節２００万３,０００円の減。いずれも実績見込みによるもの

でございます。 

　７款諸支出金２項繰出金１目直営診療施設勘定繰出金２７節繰出金、直営診療施設会

計の繰出金４１２万円の減です。内訳はへき地診療分で４２４万円の減で、保険給付費

の交付金分で１２万円の増。差し引きが４１２万円の減となります。 

　８ページに給付費明細書を付けてございますので、後ほど御覧いただきたいと思いま

す。 

　以上で歳出を終了し、歳入４ページを御覧ください。 

　１款国民健康保険税１項１目国民健康保険税１節現年課税分１,３２７万９,０００円

の減。調定見込みによるものでございます。 

　３款道支出金１項道負担金１目保険給付費等負担金１節保険給付費等交付金、こちら

普通交付金で１,０２９万４,０００円の減。２節保険給付費等交付金の特別交付金分で
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ございますが、４２８万７,０００円の減。こちらは診療所施設の運営分、医療機器整備

分、その他分が特別分には入っております。 

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節保険基盤安定繰入金４７万４,０

００円の減。２節未就学児均等割保険料繰入金７万９,０００円の減。３節事務費繰入金

３１万５,０００円の減。４節出産育児一時金等繰入金３３万４,０００円の減。いずれ

も実績見込みによるものでございます。６節その他一般会計繰入金、財政対策分９１６

万円、こちら、補正額の差引額の調整となります。 

　２項基金繰入金１目１節国民健康保険基金繰入金５０１万１,０００円の増。今回の補

正予算の、こちらも歳入歳出の差引額の調整でございます。 

　以上で議案第６号の説明を終わりまして、次に、議案第７号の説明に移ります。 

　議案第７号令和５年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第

４号）は、次に定めるところによる。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　債務負担行為。 

　第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間

及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

　地方債の補正。 

　第３条、地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

　それでは、歳出７ページを御覧いただきたいと思います。 

　１款総務費１項施設管理費１目一般管理費４３３万９,０００円の減。１２節の委託料

が、派遣看護師の委託料が４２４万円の減、スプリンクラーの設置設計業務が９万９,０

００円の減。いずれも確定見込みによるものでございます。 

　２款医療費１項医療費１目医療用機械器具費１７節備品購入費４６万７,０００円の

減。こちら、Ｘ線の一般撮影装置、心電計などのほかの購入事業が確定したものによる

ものでございます。 

　３款公債費１項公債費２目利子２２節償還金利子及び割引料７,０００円。こちら、利

率の上昇によるものでございます。 

　以上で歳出を終わり、続いて、歳入、５ページをお開きください。 

　３款道支出金１項道補助金１目総務費補助金１節施設管理費補助金１０万２,０００円

の減。こちら、備品購入分の確定によるものでございます。 

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金、起債償還分７,０００円。こちら、

先ほど言いました借入額の利率上昇分でございます。施設整備分２２９万９,０００円の

減。こちら、実施設計分、６年度で事業を実施するスプリンクラー設置の実施設計分が

当初見込んでおりましたが、起債対応となったため、この分を減額するものでございま
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す。医療機器等整備分３８万５,０００円の減。機器整備分確定によるものでございま

す。 

　２目１節国保事業勘定特別会計繰入金、へき地診療所運営費分４２４万円の減。医療

機器整備分１２万円の増。国保会計からの繰入金でございます。 

　８款町債１項町債１目医業債１節診療施設整備債、医療機器等整備事業１０万円の

減。こちら、医療備品の購入事業の確定によるものでございます。診療所改修事業２２

０万円の増。こちら、新規で、先ほど言いました設計分を新規で対象としたものでござ

います。 

　以上で歳入を終わりまして、４ページを御覧いただきたいと思います。 

　第２表債務負担行為。 

　診療所清掃等委託業務から７件ありますが、全てこちらも４月１日から業務を開始す

る必要があり、３月中の入札が必要になるため、債務負担行為をするものでございま

す。 

　事項、期間、限度額は後ほど御覧いただきたいと思います。 

　第３表地方債補正変更であります。 

　過疎対策事業、医療機器購入事業の限度額を４６０万円から４５０万円と、１０万円

減とします。 

　診療所改修事業の限度額を新たに２２０万円とするものであり、利率等は変更ござい

ません。 

　以上で議案第７号の説明を終わりまして、次に、議案第８号の説明に移りたいと思い

ます。 

　議案第８号令和５年度陸別町の簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　債務負担行為。 

　第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間

及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

　地方債の補正。 

　第３条、地方債の変更は「第３表地方債補正」による。 

　それでは、歳出、６ページをお開きいただきたいと思います。 

　２款施設費１項施設管理費２目施設新設改良費１２節委託料、調査設計２９万７,００

０円の減。こちら、配水管布設替えの実施設計業務でございます。１４節工事請負費１

３万２,０００円の減。こちら、市街地区の支線配水管新設工事の確定によるものでござ

います。 
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　以上で歳出を終わり、続いて、歳入、５ページをお開きいただきたいと思います。 

　３款繰入金１項他会計繰入金１目１節一般会計繰入金、財政対策分１７万１,０００

円。こちら、補正予算の差引額の調整となります。 

　６款町債１項町債１目１節簡易水道事業債、配水管整備事業６０万円の減。こちら、

事業確定によるものでございます。 

　以上で歳入を終わりまして、４ページを御覧いただきたいと思います。 

　第２表債務負担行為でございます。 

　簡易水道施設維持管理委託業務、期間令和６年度、限度額８３１万６,０００円。こち

らも４月１日業務開始によるものでございます。 

　続いて、第３表地方債補正。 

　変更であります。 

　いずれも限度額のみの変更でございます。 

　過疎対策事業、配水管整備事業、４５０万円が４２０万円、３０万円の減。簡易水道

事業、配水管整備事業、４５０万円が４２０万円、３０万円の減でございます。 

　以上で議案第８号の説明を終わりまして、次に、議案第９号の説明に移ります。 

　議案第９号令和５年度陸別町の公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　債務負担行為。 

　第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間

及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

　それでは、歳出、６ページをお開きください。 

　３款事業費１項下水道整備費１目下水道建設費１４節工事請負費、こちら、汚水桝設

置等附帯工事２５万３,０００円の減です。事業確定によるものでございます。 

　続いて、歳入、５ページをお開きください。 

　５款繰入金１項他会計繰入金１目１節一般会計繰入金、財政対策分２５万３,０００円

の減。こちら、補正予算の差引額の調整です。 

　続いて、４ページを御覧ください。 

　第２表債務負担行為であります。 

　陸別浄化センター維持管理委託業務、期間令和６年度、限度額３,４１５万５,０００

円。こちらも４月１日開始するものでございます。 

　以上で議案第９号の説明を終わりまして、次に、議案第１０号の説明に移ります。 

　議案第１０号令和５年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 
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　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　債務負担行為。 

　第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間

及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

　それでは、歳出、８ページをお開きください。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１８節北海道自治体情報システム協議会負

担金８０万円。こちら、介護報酬改定に伴うシステム改修費で、歳入として国庫補助金

４０万円が計上されております。 

　３款地域支援事業費１項１目介護予防・生活支援サービス事業費１２節委託料、総合

事業委託料４１万１,０００円の減。こちら、訪問型サービスＡの委託事業で、実績見込

みでございます。 

　３項包括的支援事業・任意事業費１目包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費

８節旅費３６万３,０００円の減。 

　続いて、３目認知症総合支援事業費８節旅費１０万４,０００円の減。いずれも確定見

込みによるものでございます。 

　５款諸支出金２項繰出金１目他会計繰出金２７節繰出金、一般会計繰出金１６万３,０

００円の減。こちら、生きがい活動支援事業の充当分でございます。 

　以上で歳出を終了し、続いて、５ページ、歳入を御覧いただきたいと思います。 

　１款１項介護保険料１目第１号被保険者保険料１節現年度分、普通徴収分で１万円の

現。特別徴収分で１３万７,０００円の減。いずれも調定見込みによります。 

　２款国庫支出金２項国庫補助金２目地域支援事業交付金１節現年度分２７万２,０００

円の減。こちら、介護予防の日常生活支援総合事業は対象経費の２５％でございます。

それ以外のその他の支援事業につきましては、対象経費の３８.５％で、確定による精算

でございます。 

　３目１節保険者機能強化推進交付金１６万３,０００円の減。介護保険会計で受けまし

て、全額一般会計へ繰り出すもので、こちらが生きがい活動支援事業へ充当しているも

のでございます。 

　４目１節保険者努力支援交付金４万６,０００円の減。１２．５％分でございます。 

　５目１節事業費補助金、システム改修事業費補助金４０万円。こちら、経費の２分の

１です。 

　３款道支出金２項道補助金１目生活支援事業交付金１節現年度分１３万５,０００円の

減。こちら、介護予防の日常生活支援総合事業は対象経費１２.５％。その他のそれ以外

の事業は１９.２５％でございます。 

　４款支払基金交付金１項支払基金交付金２目地域支援事業支援交付金１節現年度分１
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０万円の減。こちら、対象経費の２７％であります。 

　６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２節事務費繰入金４０万円の増。こ

ちら、システム改修費の補助残分でございます。３節地域支援事業繰入金１３万７,００

０円の減。こちらは同じく介護予防の日常生活総合支援事業は対象経費１２.５％と、そ

の他の事業が１９.２５％分です。 

　８款諸収入２項４目１節雑入、総合事業利用者負担金４万１,０００円の減。こちらは

実績見込みによるものでございます。 

　以上で歳入を終わりまして、続いて、４ページを御覧いただきたいと思います。 

　第２表債務負担行為であります。 

　生活支援体制整備事業委託業務でございまして、期間令和６年度、限度額７１６万円

で、こちらも４月１日開始業務でございます。 

　以上で議案第１０号の説明を終わりまして、次に、議案第１１号の説明に移ります。 

　議案第１１号令和５年度陸別町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

　歳入歳出予算の補正。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

　それでは、歳出、５ページをお開きください。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費２７節繰出金、一般会計繰出金２５万５,０

００円。こちら、がん検診事業分として一般会計へ繰り出しするものでございます。 

　続いて、歳入に移ります。４ページをお開きください。 

　３款繰入金１項他会計繰入金１目１節事務費繰入金５５万８,０００円の減。今回の補

正予算の差し引きを調整するものでございます。 

　４款繰越金１項１目繰越金１節前年度繰越金８１万３,０００円の増。これにより、前

年度繰越金は全額予算計上をしております。 

　以上で、議案第５号から議案第１１号の説明を終わりたいと思います。 

　以後、御質問によってお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（久保広幸君）　これから、議案第５号令和５年度陸別町一般会計補正予算（第

１０号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を行います。 

　事項別明細書は、２４ページからを参照してください。 

　１款議会費、２４ページから２款総務費、３２ページまで。質疑ありませんか。 

　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　２９ページ、企画費の１８節の景観形成事業補助金が２００万

円不要となっているのですけれども、これ、１件当たり、多分５０万円だったと思うの
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ですけれども、４件分が当初予算よりは少なく見たということは、基本的にはいわゆる

所有者との合意がきちっとされないでこうなったのか、件数的に間に合わなかったの

か。そのへんで２００万残った。その理由について説明願います。 

　それと、今後のことだと思うのですけれども、景観形成の場合は解体が伴うわけなの

ですけれども、条例によると地元業者がそれを請け負ってやるというのですけれども、

聞くところによると、この業者さんが撤退したような話を聞いているのですけれども、

そのへん、町のほうの動きとして、今後、この景観形成を取り組む上での対策的に、も

し何かあれば、説明願いたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　丹崎総務課長。 

○総務課長（丹崎秀幸君）　景観形成事業の補助金でありますが、議員おっしゃるよう

に、上限は１件５０万円であります。既定予算は１０件で５００万円を見ていたとこ

ろ、今回、執行が６件３００万円ということで、残額である２００万円を減額しようと

するものであります。 

　６件にとどまった理由というのは、これは様々あると思います。実際に申請が行われ

たのが６件だということでありまして、申請に至らなかった方々の理由というのは個別

には把握はしておりません。 

　なお、解体における地元業者についてでありますが、現時点では変更があるというよ

うには聞いておりませんので、変更ないものというふうに捉えております。 

○議長（久保広幸君）　６番谷議員。 

○６番（谷　郁司君）　あくまでも個人の住宅か、いわゆる解体、景観を維持するため

にということなのですけれども。やっぱり所有者がきちっと合意されない分があったの

かということで、今、ないというか、そのへんがいろいろ取り沙汰されていると思うの

ですけれども。いずれにしても、予算を組む段階においては１０件を見ていた。その、

どういうところがどうなのかということ。予算を組む場合に、やっぱりそういうところ

の物件をきちっと把握した上でやることによって、より一層、今後ともこの景観形成と

いうのは、今度、行政執行方針だったかな。いわゆる今まで市街地ということだけれど

も、今度、町内というのか、町内にも適用していくという方向が言われているのですけ

れども。そういった意味で、当然、あらかじめ所有者との合意をきちっとされた上で、

より一層景観形成の促進に協力したもらいたいということをきちっとしていかないと、

予算倒れにならないようにしていってほしいと思います。 

　それから、今、その担当する業者というのは、結構、これは廃棄物処理業者じゃない

とできないと思うのですよね。そういった意味で、今、私は聞いていたのが不確かなも

のだったのかということになるのですけれども。町のほうでは聞いていないというので

すけれども。やっぱり処理業者の資格というのをきちっとないと。もちろん、それにア

スベストが入っているとなったら、またいろいろな面で難儀な面があると思うのですけ

れども。そのへんの。僕自身がただ聞いた、言い方は議会で言うのはおかしいのですけ
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れども、不確かだったのかなと思うのですけれども。そのへんをあらかじめ、やっぱ

り、次の来年度というか、今年度も含めて取り組んでいく上で、それなりの考えを持っ

ていたほうがいいのではないかと思うのですけれども。その点についてお答え願いま

す。 

○議長（久保広幸君）　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　ただいま、議員のおっしゃったとおり、当然、この解体事業

につきましては、あくまでも建物の所有者が申請する、納得ずくでこの条件で申請する

ものでございます。 

　現在、その業者につきましても、町内に各ある業者、それぞれが。また、廃棄物のほ

うはそこの業者からのまた委託ということで処理もできますので、それは業者の業務の

範疇でございますので。実際にそれを取り扱う業者は町内に事業者には、当然、複数の

事業者がおります。 

　あと、ＰＲの件につきましては、確かにこれは自己負担も伴う２分の１上限で、５０

万円の上限でございますので、２分の１負担ということで自己負担もありますので、あ

くまでもこちらは本人納得ずくで、この条件でやっていただけるように事業を推進して

いきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　それでは、次に、３款民生費、３２ページから、４款衛生費、

３７ページまで、質疑はありませんか。 

　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　３２ページと３３ページにかけてですけれども、３款民生費１

項社会福祉費１目社会福祉総務費１９節扶助費、これに関して、先ほど、副町長のほう

から対象者減による減額であるというような説明を受けましたけれども。それで、

ちょっと確認なのですが、障害者訓練等給付金、これはグループホームの関係だという

ふうに思いますけれども、これが人員が減になったというようなところで判断したいと

思いますけれども。 

　もう一つ、身体障害者更生医療給付費、これについては当初予算が１,４４４万８,０

００円のところ、１,３２４万７,０００円ということで、本年度、１２０万１,０００円

が使われたというようなところですけれども。これについては、ちょっと減額の額が大

きいことから、もし、公表できる範囲のことでよろしいですので、どういうことで減額

になったのか、御説明願いたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　空井保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　それでは、ただいまの御質問にお答えしたい

と思います。 
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　まず、議案書３２ページの最下段にあります、障害者訓練等給付費８７０万３,０００

円の減額に関してでありますけれども、この給付費につきましては、就労継続支援Ａ

型、Ｂ型。それから、御指摘のとおり、共同生活援助ということで、グループホーム。

それと、自立訓練というのがこの給付費の中から支弁をされているものであります。 

　今回の減額の大きな原因といたしましては、就労継続支援Ｂ型、こちら、当初予算に

おきまして２３名を見込んでおりましたが、結果的には１９名の御利用にとどまったと

いうところで、今回、４人減額になった分。ほかにもほかの事業も金額の動きはありま

すけれども、一番大きな要因としては就労継続支援Ｂ型が当初予算２３名から現在１９

名になっているというところで、予算を減額しようとするものであります。 

　続いて、議案書３３ページの最上段、身体障害者更生医療給付費１３２４万７,０００

円の減額であります。当初予算が１,４５０万円ほど計上しておりまして、ここで一千三

百なにがしを減額するということで、非常に大きな減額となっております。 

　この要因といたしましては、冒頭、副町長からも議案説明ありましたけれども、当初

予算におきましては、生活保護を受給されている方２名見ておりました。ちなみに、こ

の生活保護受給者２名見ておったのですが、血液透析をされている方でございます。当

初、２名の方見込んでおりました。生活保護者につきましては、医療保険に加入してい

ないというところで、この人工透析にかかる費用につきましては、更生医療として給付

をするという中身になっております。当初２人見ていた方も、１名の方は御逝去され、

１名の方は町外に転出をされたというところで、この生活保護の受給者の方の更生医

療、人工透析にかかる更生医療の支出が、今回、今年度なかったというところから、１,

３００万円を超える大きな減額となる要因となっております。 

　以上でございます。 

○議長（久保広幸君）　４番工藤議員。 

○４番（工藤哲男君）　この経費の中から、他町村の障害者施設に支払う居住地特例の

対象者というのは、現段階で陸別町に何人ぐらいおられるのか、お聞きいたしたいと思

います。 

○議長（久保広幸君）　暫時休憩いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１１時４５分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午前１１時４８分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　空井保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　お時間をとらせて大変申し訳ございません。 

　身体障害者更生医療給付費に関して、いわゆる居住地特例、住所地特例者がいるのか

という御質問だったと認識しておりますが、現時点でいわゆる町外にお住みになってい

る住所地特例となる方は、更生医療に関してはいらっしゃいません。 

　以上でございます。 
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○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はございませんか。 

　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　それでは、３５ページの４款衛生費３目予防費１８節負担金

の新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金２７万７,０００円についてお聞き

いたします。 

　コロナ予防接種で健康被害を及ぼしたということでお見舞い申し上げるところであり

ますけれども、私、後遺症については保健所に問い合わせて、その後に症状によってい

ろいろな病院機関につなげてもらえるというふうに聞いていたのですけれども。今回の

場合、この本町での診療所で何人ぐらいの方がかかったということ、もし公表できるも

のがありましたらお聞きいたします。 

○議長（久保広幸君）　空井保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　１８節の補助金交付金でありますけれども、

新型コロナウイルス予防接種に関する健康被害給付金の関係につきましては、今回の計

上している金額につきましては、１名分であります。この方、現在、陸別町内にお住み

ではないのですけれども、転出をされまして。実は、予防注射を打ったときにお住まい

になっていた市町村でこの給付の事務を行いなさいという仕組みになっておりまして、

現状、町外にお住まいですけれども、陸別町で必要な給付を行うということで、今回、

予算計上をさせていただいたものです。ちなみに、この方につきましては、診療所では

なく、他の医療機関を受診され、この健康被害の申出を行ったということになりますの

で、御承知おきいただきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　午後１時まで昼食のため、休憩をいたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１１時５１分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　１時００分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　議案第５号令和５年度陸別町一般会計補正予算（第１０号）の質疑を続けます。 

　５款労働費、３７ページ下段から６款農林水産業費、４２ページ上段まで、質疑はあ

りませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認めまして、次に、７款商工費、４２ページから９

款消防費、４６ページまで、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、１０款教育費、４７ページから１２款公債費５３ページ

まで、質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、歳出全般について行います。ただし、款を区切っての質

疑は終わりましたので、他の款との関連あるもののみとします。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　以上で、歳出についての質疑を終わります。 

　次に、歳入全般について質疑を行います。 

　歳入の事項別明細書は１２ページから２３ページまでを参照してください。質疑はあ

りませんか。 

　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子）　それでは、１９ページの１６款財産収入２項財産売払収入３目

出資金精算等収入の新設してあります備荒資金組合納付金の５億円についてお伺いいた

します。 

　先ほどの説明では、備荒資金の金額で３億円が普通で、超過分が四億四千幾らという

ことを聞いていたのですけれども、先ほど、きょうの監査の書類には、出資金の合計が

１２億４,２７２万５,０６５円とあるのですけれども、これのからくりと。 

　あと、今、新設した出資金精算等収入なのですけれども、これについてはどのような

経緯でこの目を作ったのか。今まで備荒資金組合からの出資金を下ろすようなときはど

ういう扱いをしてきたのか、お伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　１９ページの１６款のこの３目の出資金精算等収入が、議

員、今、御説明になりましたとおり、備荒資金組合からの取崩し分でございます。 

　備荒資金組合の監査資料のほうには、約１２億円以上計上しておりますが、その中か

ら今回、５億円を取り崩した後の数字を、私のほうで残額として、５億円取り崩した後

の残額を説明のときにさせていただきました。その額が普通分で３億円、超過分で４億

４,８９５万円というふうに、約７億４,８９５万円が、５億円取り崩した後の残額とい

う形になります。 

　その次に、この科目でございますが、この出資金精算等収入というのは、実は備荒資

金組合から一旦、一般会計で取り崩した場合、お金を受けなければならないのですが、

その受けるという科目がどこが適しているのかということをいろいろ調べたところ、こ

のような科目で受けることが正しいということで、この科目を、今回、目を設置して受

け入れております。 

　なお、備荒資金組合からの取崩しは近年はずっとないことになっております。 

　以上でございます。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　以上で、歳入についての質疑を終わります。 
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　次に、第２条繰越明許費の補正、第３条債務負担行為の補正及び第４条地方債の補正

についての質疑を行います。６ページから１１ページまでの第２表から第４表を参照し

てください。質疑はありませんか。 

　１番濱田議員。 

○１番（濱田正志君）　７ページの第３表債務負担行為補正のところなのですけれど

も、こちらの中にケア付き一時住まい分の最低保証分が、今回、この表の中から抜けて

いると思われるのですけれども。次年度の、６年度の当初予算のほうにはそちらのほう

が計上されていますので、今回、こちらのほうで補正で動いている、ここからは入札に

なるということで、それで債務負担行為という形で入っていないというのは、ちょっと

つじつまが合わないと思いますけれども、そのへん、いかがでしょうか。 

○議長（久保広幸君）　空井保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（空井猛壽君）　それでは、ただいまの御質問にお答えをして

まいります。 

　ケア付き一時住まい事業の関係でありますけれども、現状の委託契約に関して、若干

説明申し上げますが、御承知のとおり、特定の事業者と委託契約を結んでおります。建

物自体が北勝光生会さんの建物を利用させていただいているというところから、特定の

事業者さんとの契約であることがまず一つ。それと、現行結んでおります契約につきま

しては、月額単価及び日額単価を用いて現行契約を締結させていただいている、ある意

味、特異な形態で契約をさせていただいているものでございまして、令和６年度につき

ましては、現状、４月１日に契約ということで現在考えておるところでございます。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はございませんか。 

　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　それでは、８ページの第３表、令和５年度陸別町農業近代化

資金利子補給についてお伺いいたします。 

　変更前が２,７６２万８,０００円で、変更後が３５２万３,０００円と、かなりの減額

になっておりますけれども、これは１１月の議員協議会のときに説明を受けて、この２,

７６２万８,０００円という数字が出ていたのですけれども、それからこの期間に何か大

幅な変更点などがあったからこの減額になったのか、お伺いいたします。 

○議長（久保広幸君）　菅原産業振興課長。 

○産業振興課長（菅原靖志君）　それでは、債務負担行為の変更について説明させてい

ただきます。 

　１１月の補正予算におきまして、この貸付けの予定の金額が件数で１８件、トータル

で２億円の貸付けを予定しておりました。実際に年末迎えるに当たって、農家さんが農

協から借り入れた実績といたしまして、５件の貸付け、３,４７０万円の貸付けとなって

います。当初、２億円の貸付けにおきまして、１５年間の総額で２,８８３万円で、６年
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以降について２,７６２万８,０００円ということで利子補給の額を見込んでおりました

が、貸付けの実績によりまして、トータルで３７０万円、６年度以降については３５２

万３,０００円ということで、大幅な減額となっているところでございます。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　今の説明では、１８件予定していたのが５件の利用だという

ことで。この大幅な見込みの差というのは、ほかにも有利な貸付けのものが農家さんの

中であったということなのでしょうか。もう一度お聞きします。 

○議長（久保広幸君）　菅原産業振興課長。 

○産業振興課長（菅原靖志君）　農協と農家さんの協議の中で、年末に向けて非常に厳

しい現状、状況だったというのは確かであります。実際に国のセーフティネット資金と

いう資金ございまして、こちら、災害等で非常に経営が苦しい農家に対して貸し付ける

事業というか、貸付金がありまして、そちらを利用した方が今回１５件ほどあったとい

うことで。そちら、町の貸付金額よりもちょっと多目に借りれるという有利な融資でご

ざいまして、そちらの活用が多かったということで、今回の１５号資金については実績

として貸付額が大幅に減少したということになっております。 

○議長（久保広幸君）　５番中村議員。 

○５番（中村佳代子君）　ということは、１人１,２００万円ですか、１件。限度額が。

それ以上のものが、みんな、やっぱり借りる必要があったということなのでしょうか。

もし、そうだとしたら、これはかなり金利のよいタイプだと思うのですけれども、これ

は金額をもっと限度額を上げる必要もこれからあるというふうに考えた方がいいので

しょうか。 

○議長（久保広幸君）　菅原産業振興課長。 

○産業振興課長（菅原靖志君）　この１５号資金につきましては、１１月の補正の段階

でもお話しさせていただいておりますが、農協の方からの要望ということで、１件当た

り１,２００万円を上限に貸付けするという制度に対して利子補給を行っているものでご

ざいます。 

　今回、非常に厳しい状況でということでございますけれども、あくまでも、毎年、こ

れは決めていく制度でございまして。毎年というか、その都度タイミングを見て、適切

なタイミングで貸付けを行っている事業でございますので、また来年度以降というか、

ことし以降ですね。非常に厳しい状況が続くようであれば、その状況に応じた判断が出

てくるかと思っております。 

　以上です。 

○議長（久保広幸君）　ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　それでは、最後に、歳入歳出全般について質疑を行います。た

だし、歳入歳出双方に関連あるものに限定します。質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第５号令和５年度陸別町一般会計補正予算（第１０号）を採決しま

す。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第６号令和５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、４ページから７ページまでを参照してください。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これから、討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第６号令和５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

３号）を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第７号令和５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算（第４号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、５ページから７ページまでを参照してください。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、第２条、債務負担行為及び第３条地方債の補正について
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の質疑を行います。４ページの第２表から第３表を参照してください。質疑はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　質疑なしと認め、これから、討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第７号令和５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算（第４号）を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第８号令和５年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）の

質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、５ページから６ページまでを参照してください。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、第２条債務負担行為及び第３条地方債の補正についての

質疑を行います。 

　４ページの第２表から第３表を参照してください。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第８号令和５年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）を

採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第９号令和５年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
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の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、５ページから６ページまでを参照してください。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、第２条、債務負担行為についての質疑を行います。４

ページの第２表を参照してください。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第９号令和５年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第１０号令和５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、５ページから９ページまでを参照してください。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　次に、第２条、債務負担行為について質疑を行います。４ペー

ジの第２表を参照してください。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第１０号令和５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

　これから、議案第１１号令和５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。 

　第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

　事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　討論なしと認め、これで終わります。 

　これから、議案第１１号令和５年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２　令和６年度町政執行方針・令和６年度教育行政執行方針 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第１２　町長から令和６年度町政執行方針の申し出があり

ますので、これを許します。 

　本田町長。 

○町長（本田　学君）〔登壇〕　令和６年陸別町議会３月定例会の開会に当たり、町政

執行について、私の所信と諸施策の一端を申し上げ、町議会議員の皆様並びに町民の皆

様に町政全般への御理解と御協力をお願い申し上げます。 

　はじめに、令和６年能登半島地震により被災された皆様に改めてお見舞いを申し上げ

ます。いまだ避難生活を余儀なくされている方々が一日も早く日常を取り戻せるよう、

当町といたしましても支援物資の提供に続き、避難住宅の確保など、復興に向けた活動

を支援してまいります。 

　昨年５月から町政を担わせていただくことになり１０か月が経過いたしました。コロ

ナ禍が終息へ向かい、新たなスタートとなる新年度では、就任時に掲げた目標の達成の

ため、引き続き全力を尽くしてまいります。 



― 37 ― 

　国の令和６年度一般会計予算の規模は、前年度に比較し、１兆８,０９５億円減の１１

２兆５,７１７億円。そのうち歳入における税収は６９兆６,０８０億円で、公債金は３

５兆４,４９０億円となっております。 

　公債金の内訳は、建設公債が６兆５,７９０億円で、赤字公債が２８兆８,７００億円

であります。 

　また、歳出における国債費は２７兆９０億円、前年度に比較して１兆７，５８７億円

増加し、歳出全体の約２４％を占めており、引き続き、大変厳しい状況にあります。 

　国は、経済の好循環により、賃上げや処遇改善を目指して歴史的な転換点と表現して

おりますが、地方財政の厳しさは依然として続いていると考えております。 

　公共工事の設計労務単価の引き上げや、中小企業対策などに対応するべく、地方自治

体への財政措置もより一層の強化を期待したいところであります。 

　当町におきましては、第６期陸別町総合計画の中間年を迎えます。着実な施策の取組

を加速させ、計画の達成を目指すところであります。 

　一方で、町の財政につきましては、地方交付税へ依存する構造に変わりはなく、限り

ある財源の中で厳しい予算編成となりますが、創意工夫をもってまちづくりに取り組ん

でまいります。 

　令和６年度の陸別町一般会計は、５０億２,８９９万円、前年度当初予算と比較では

９,４７８万円の増額ですが、政策的予算を盛り込んだ前年６月期との比較では２億５,

９３８万円の減額となる予算を計上いたしました。 

　主な財源は、地方交付税交付金で、２１億９,７４４万円の計上となりました。 

　地方債の合計は７億５,６６５万円、基金の取崩しは財政調整基金、減債基金のほか、

ふるさと整備基金など、６億８,７７０万円といたしました。 

　実財源が限られる中で、なんとか収支の均衡を保っているところであります。 

　主な事業の概要について、項目ごとに御説明申し上げます。 

　まず、総務費関係について申し上げます。 

　役場庁舎についてであります。 

　現庁舎は各設備の更新時期を迎えております。改修箇所も多く、多額の費用を要する

ことから、優先度を勘案して、計画的に実施していくこととしております。 

　令和４年度は暖房用ボイラー改修、令和５年度は衛生設備、給排水器具の更新工事を

実施いたしました。 

　今年度はエアコン設置工事、エレベーター設備更新のためのアスベスト含有調査など

を実施いたします。 

　期間中は庁舎の利用に一部制限があり、御不便をおかけしますが、御理解いただきま

すようお願いいたします。 

　公用車の管理についてであります。 

　今年度においては、普通乗用車１台の更新を計画しております。昨年より、運転業務
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に関してアルコールチェックが義務付けられており、確認の完全実施と安全運転研修を

行うなど、適切な運行に努めてまいります。 

　全国の多くの皆様から御寄附をいただいておりますふるさと納税についてであります

が、今後も寄附者の善意に対する謝礼として、返礼品に用いる地元の産品などを充実さ

せ、ふるさと納税の促進を図ってまいります。 

　地域交通の確保につきましては、バス路線の維持のため、沿線自治体と共に運営費の

助成や通学定期の差額補助などを継続して実施いたします。 

　町内においては、ハイヤーの利用助成事業を持続可能な取組とするべく、料金を一部

見直した上で、皆さんが利用しやすい交通手段を確保してまいります。 

　次に、移住交流対策についてであります。 

　現在、移住体験のための住宅を確保しており、全国から利用をいただいております。 

　また、首都圏などで開催される移住フェアに出展するなど、新たな移住者を呼び込む

施策を展開してまいります。 

　陸別町の定住人口の確保対策として実施しております移住・定住促進住宅建設等補助

金事業につきましても継続して実施するため、所要の予算を計上いたしました。 

　空き家対策では、景観形成事業により解体費用の助成を行っておりますが、対象地域

を町内全域に拡大することで地域の要望に応えていきたいと考えております。 

　次に、地域活性化の推進についてですが、ミネラルウォーター「陸別百恋水」を新た

に１万５,０００本製造し、引き続き陸別町のＰＲ強化と町内外での販売を行います。 

　地域おこし協力隊事業では、起業・事業承継の支援を継続してまいります。 

　物価高騰対策としては、低所得者への給付金支給など、国の交付金を活用した事業に

取り組んでおりますが、必要とされる世帯へ早期に支援が行き渡るよう、しっかりと進

めてまいります。 

　次に、保健福祉関係について申し上げます。 

　生活困窮者自立相談支援事業や高齢者共同生活支援施設運営事業、デイサービスセン

ター運営事業などは、継続して取り組みます。 

　また、高齢者や障がい者の世帯等に対する冬期の経済的負担を軽減することを目的と

して、対象となる世帯１世帯に１万円の商品券を支給する冬期生活支援事業の実施に必

要な経費を計上いたしました。 

　将来的に独居の高齢者や障がい者の支えとなる成年後見制度利用支援についても、引

き続き推進してまいります。 

　これからは超高齢化社会、障がい者との共生社会においては、社会福祉の向上がまち

づくりの基本でありますので、よりきめ細やかなサービスを目指してまいります。 

　防犯灯のＬＥＤ化につきましては、道道津別陸別線及び道道北見白糠線の歩道側２１

基について整備してまいります。 

　次に、子育て支援についてであります。 
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　産前産後のケアはもちろん、妊娠期から出産、育児、そしてお子さんが１８歳になる

まで、切れ目のない支援を行っております。 

　育児に関しては、出産祝金をはじめとして、保育料の無償化、保育ママ制度、学童保

育所開設、給食費無料化、子どもの医療費の助成などを実施しております。 

　さらに、子育てステップアップ応援給付金支給事業もスタートし、各節目において子

育て世帯を応援してまいります。 

　陸別保育所では園庭の改修を行い、危険箇所の撤去や、フェンスの設置など、安全な

保育環境を整備してまいります。 

　次に、衛生関係について申し上げます。 

　保健事業では、特定健診の高い受診率を今後も維持できるよう、これからも町民の皆

さんに御理解と御協力をいただきながら、健康についての相談や指導を継続してまいり

ます。 

　予防接種事業では、任意接種の中で近年要望の多かった帯状疱疹ワクチンの助成を始

めますので、多くの方に御利用いただきたいと思います。 

　また、地球温暖化対策実行計画を策定し、脱炭素化に向けた取組を進めるため、陸別

町地球温暖化対策基金を創設します。環境に配慮し、自然と共生する社会の実現のた

め、取組を加速させます。 

　墓地整備事業では、かねてより工事を進めておりました合葬墓が完成し、この春より

供用を開始する予定となっております。 

　次に、労働対策について申し上げます。 

　町単独の緊急雇用対策事業及び地元雇用促進事業につきましては、就労環境の安定を

図ることはもとより、全産業において労働者不足が深刻な課題となっていることから、

事業所等における雇用を促進させるためにも、引き続き必要な経費を計上いたしまし

た。 

　次に、基幹産業である農林業について申し上げます。 

　酪農畜産業は依然として厳しい状況におかれております。農業経営の安定のため、各

種資金利子補給事業、優良家畜導入支援事業、陸別町酪農畜産クラスター協議会への支

援など、引き続き必要な経費を計上いたしました。 

　バイオガスプラントは稼働から１年が経過し、順調に発電しておりますが、物価高の

影響などから経費が膨らみ、当初の見込みより経営が悪化しております。 

　構成員である農家の皆さんに応分の負担を求めると共に、町としても循環型農業の推

進のため、できる限りの支援を実施したいと考えております。 

　道営事業は負担事業として行われますが、陸別第２地区草地畜産基盤整備事業、第２

上陸別地区担い手畑地帯総合整備事業、トマム地区農地整備事業及びトマム第２地区農

地整備事業について継続して取り組みます。 

　農産物加工研修センター関係では、特産品の開発、製造を続けると共に、施設整備と
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して農産加工室などにエアコンを設置いたします。 

　次に、林業関係であります。 

　森林環境譲与税を活用し、林業担い手対策事業のほか、地域山林活性化推進事業や作

業道補修事業などを実施します。 

　民有林における事業促進を図ることで、豊かな森づくりを推進します。 

　町有林管理事業につきましては、森林環境保全整備事業において計画的に植栽や間伐

などを実施いたします。 

　また、小規模治山事業により森林の保全対策を進めてまいります。 

　近年、有害鳥獣による被害が増加していること、駆除の担い手であるハンターが不足

していることなどから、有害鳥獣駆除事業の拡充を図り、奨励金等の必要な経費を計上

いたしました。 

　次に、商工業の振興について申し上げます。 

　中小企業融資制度預託金、融資制度保証料補給、利子補給事業及び小規模企業等振興

事業につきましては、継続して取り組んでまいります。 

　商工会が令和６年度も実施するプレミアム商品券発行事業につきましても、プレミア

ム分を補助するために必要な経費を計上いたしました。 

　また、日産自動車購入助成事業につきましても継続してまいります。 

　消費者対策につきましては、身近な問題をすぐに相談できるよう、窓口のお知らせや

回覧による啓発活動を継続してまいります。 

　観光の振興についてであります。 

　「しばれフェスティバル」は実行委員会の見直しを含め、持続可能な取組とするべく

早期に体制を調え、令和７年２月に開催いたします。 

　この歴史あるイベントをこれからも続けていくため、創意工夫してまいります。 

　「ふるさと銀河線りくべつ鉄道まつり」など、各種イベントにつきましては、町の魅

力発信のため、主催団体等と協力して実施してまいります。 

　次に、銀河の森の振興について申し上げます。 

　コテージ村管理事業につきましては、地道な広告やネット予約の導入並びに施設の良

好な維持管理が評価されておりますが、引き続き委託を通して適切な管理運営を行って

まいります。 

　天文台につきましては、懸案でありました屋上の防水工事、外壁の改修工事を行い、

この先も陸別のシンボルとして観光や教育、多方面で利用できるよう努力してまいりま

す。 

　また、総合観測室を通して、関係する名古屋大学、北海道大学、北見工業大学、国立

環境研究所、国立極地研究所との社会連携事業により、出前授業などの活動を通して、

これからも陸別町の子どもたちが自然科学に触れ合う機会をつくってまいります。 

　次に、道路網の整備について申し上げます。 
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　現在、十勝オホーツク自動車道では小利別から陸別までの工事が行われております

が、完了時期は未定であります。 

　また、陸別から足寄までにつきましては、現地調査や設計などが行われており、早期

完成に向け、引き続き要望してまいります。 

　道道津別陸別線の線形改良工事等につきましては、なかなか進捗していない状況であ

りますが、道に対して中陸別地区の早期着手と完成に向けて、強く要望してまいりま

す。 

　町道の整備についてであります。 

　町道トマム川沿線の舗装工事及び町道東１条仲通り、町道駅南通り、町道川向栄町線

の歩道改良工事などを実施してまいります。 

　町道に架かる橋梁につきましては、緑橋の補修工事と三楽橋及び錦橋の調査設計に必

要な経費を計上いたしました。 

　街路灯のＬＥＤ化につきましては、町道本通り、仲通りほかの街路灯７基について、

必要な経費を計上いたしました。 

　次に、河川管理についてであります。 

　当町が管理する普通河川、無名川の河川補修工事を実施いたします。 

　住宅管理についてであります。 

　公営住宅改修事業としまして、第１若葉団地Ｃ棟の外壁塗装工事や、共栄団地、特定

公共賃貸住宅１号棟のバルコニー改修工事を実施いたします。 

　次に、消防、防災関係について申し上げます。 

　消防庁舎は照明器具のＬＥＤ化を実施すると共に、小型動力ポンプ付き水槽車１台の

更新を予定しております。 

　防災関係につきましては、現在使用している移動系の防災無線のデジタル化に向け

て、必要な経費を計上いたしました。 

　防災関係では、避難所で使用する保存食などの購入を継続してまいります。 

　教育関係につきましては、教育委員会の意向に基づき、必要な経費を計上しておりま

す。 

　英語指導助手招聘事業により、英語学習の充実や国際交流事業のさらなる推進を図る

と共に、中学生の道内英語研修派遣事業を実施いたします。 

　また、小学校、中学校の修学旅行費用の一部助成や、奨学資金の貸付け、学校給食の

全額補助なども継続してまいります。 

　水泳プールにつきましては様々な御意見があることから、よりよい施設となるよう、

検討を続けていきたいと考えております。 

　次に、国民健康保険事業について申し上げます。 

　国民健康保険の運営につきましては、北海道が財政の運営の主体となります。北海道

全体の医療費は今後も伸びると予想されておりますが、安定的な財政運営を持続してい
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くためには、それぞれの市町村において医療費を抑制する努力を継続していかなければ

なりません。 

　健康診断の受診率を高めることで、疾病の早期発見、早期治療につながり、結果とし

て医療費の抑制が図られることになりますので、特定健康診査等の事業を引き続き実施

してまいります。 

　次に、診療所の運営関係について申し上げます。 

　国民健康保険関寛斎診療所は、町内唯一の医療機関としてその役割は非常に大きなも

のがあります。安定した運営のために、医療技術、職員の確保に全力を尽くすと共に、

医療機器の計画的更新を実施いたします。 

　今年度はスプリンクラーの整備費用など、必要な予算を計上して、医療体制の維持に

努めてまいります。 

　介護保険事業、後期高齢者医療関係につきましても、所要の予算を計上いたしまし

た。 

　次に、簡易水道事業及び公共下水道事業関係について申し上げます。 

　この二つの事業は地方公営事業法の適用のため、会計方式を大きく変えることとなり

ます。公営企業の効率的、機動的な事業運営を行いながら、中長期的な視点に立った計

画的な経営基盤の強化を実施してまいります。 

　簡易水道事業では、スマートメーターを導入することで検針業務の効率化を進めま

す。 

　また、道営事業トマム地区及びトマム第２地区の整備に伴う水道施設の支障移転と、

新町二区などの配水管整備を予定しております。 

　公共下水道事業では、同じく新町二区などにおいて汚水管渠整備を実施するほか、下

水道事業計画の変更に必要な予算を計上いたしました。 

　以上が、町政に臨む所信と主な施策並びに予算であります。 

　財政的な制約が強まる中で、多くの課題と向き合い、どうすればふるさと陸別町が今

後も魅力あるまちでいられるのか、皆さんと共に考えながら、小さなまちだからこそで

きるまちづくりに力を尽くしてまいります。 

　議会並びに町民の皆さんの一層の御理解と御協力を心からお願い申し上げまして、町

政執行方針といたします。 

○議長（久保広幸君）　次に、教育長から令和６年度教育行政執行方針の申出がありま

すので、これを許します。 

　有田教育長。 

○教育長（有田勝彦君）〔登壇〕　令和６年陸別町議会３回定例会の開会に当たり、教

育行政の基本的な考え方と主要な方針について申し上げます。 

　教育委員会は、豊かな心を育む学びと人づくりのまちを重点的に取り組むテーマと定

め、町民が楽しみ、学ぶことができる環境づくり、相手に対して嫌な思いをさせないと
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いう思いを大切にして取り組んでまいります。 

　そのためには、プラン（計画）、ドゥ（実行）、チェック（評価）、アクション（改

善）というＰＤＣＡサイクルを踏まえた検証・効果の把握に努め、町民誰もが学びを活

かす地域社会の充実に向けた教育行政の推進に努めてまいります。 

　第１に、学校教育の推進であります。 

　学校教育につきましては、誰もが通いたい学校、働きたい学校を目指す学校像とし

て、「子どもたち一人一人の可能性を引き出す教育の推進」、「学びの機会を保障し質

を高める環境の確立」、「家庭・地域と歩む持続可能な教育の実現」を柱とし、新しい

時代に必要となる資質、能力を育むため、一人１台の情報通信端末機器など、ＩＣＴを

効果的に活用した「個別最適な学び」、「協働的な学び」の充実による授業改善に取り

組んでまいります。 

　小中一貫教育を通じて、９年間を見通した一貫性・継続性のある指導を推進するた

め、陸別町小中一貫教育推進委員会を軸として、「学力の定着」、「豊かな人間性と社

会性の育成」、「ふるさと教育の充実」を図ってまいります。 

　「学校運営協議会」、「地域学校協働本部」が一体となって連携し、学校、地域全体

で教育の質が向上され、持続可能な社会の創り手となるよう、取り組んでまいります。 

　また、ふるさと陸別への愛着を育む教育を推進するため、「りくべつ学」を推進する

教育課程の編成、実施、改善に取り組んでまいります。 

　令和６年度から土曜授業の実施を見直し、平日授業を中心に取り組むことといたしま

した。今後も「陸別の子は陸別で育てる（保小中連携）」を主体に、学校、家庭、地域

との連携を推進し、「家庭は温かく」、「学校は楽しく」、「地域は明るく」を合言葉

に取り組んでまいります。 

　学びの機会を保障し、質を高める環境を確立するため、いじめやネットトラブル、学

校に行くことができないなど、児童生徒及びその保護者が抱える問題や悩みを解決する

ため、スクールカウンセラーを活用し、その改善を図ってまいります。 

　また、教育の質の向上とその学びを保障するため、教育支援センターの開設など、児

童生徒が安心して過ごせる居場所をつくり、中学校においては、学級担任制から学年担

任制に転換し、児童生徒一人一人に寄り添うことによる不登校の未然防止、早期発見、

早期対応に努めてまいります。 

　学校経営充実のため、小学校に学習支援員の継続配置、中学校教員による英語科等の

乗り入れ事業、教員免許所有の教育委員会職員による理科授業への派遣を継続してまい

ります。 

　特別支援教育につきましても、陸別町子ども発達支援連絡会の定例開催、特別支援補

助員配置の継続、そして、小学校と保育所の連携によるスタートカリキュラム作成な

ど、関係機関の連携強化に向けた切れ目のない支援の充実を図ってまいります。 

　健康でたくましい体を作るため、健康な生活に関心を持ち、ヘルスリテラシー（健康
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や医療に関する正しい情報）を入手し、理解して活用する能力を高める指導の充実に取

り組んでまいります。 

　新体力テスト結果の活用、分析により、体力、運動能力の向上を図ると共に、感染症

対策とその予防の実施、家庭や地域と連携した健康的な生活習慣の確立と、健康面に対

する正しい知識の周知徹底に努め、健康教育の充実に取り組んでまいります。 

　教職員の専門性の向上と、服務規律保持における研修機会の確立、啓発。そして、働

きやすい職場づくりを推進するため、教職員の時間外勤務増加に伴う長時間労働の改善

に向けた「学校における働き方改革陸別町推進プラン（学校閉庁日や部活動休養日、勤

務実態の把握とその公表）」の改訂など、ＩＣＴの活用などによる校務効率化の推進に

努め、学校課題の改善に向けて取り組み、子どもたちの学びの保障に向けて取り組んで

まいります。 

　「家庭・地域と歩む持続可能な教育の実現」のため、タブレットを持ち帰り、ＩＣＴ

を活用した家庭学習の促進、学校ホームページの開設や学校だより等の活用による家

庭・地域との教育活動の共有を図り、望ましい生活習慣の定着に努めます。 

　また、子育て支援、家庭環境の充実に向けた保護者負担軽減のため、給食費全額補

助、就学援助費支給、修学旅行費の一部助成、奨学資金の貸付と各種検定料の無償化に

ついては継続してまいります。 

　児童生徒の安全確保につきましては、「春、冬の通学路の点検」や「交通安全教

室」、「一日防災学校」を開催して、関係機関と連携した推進体制の構築と自己防衛意

識の高揚を図り、小学校区においては、市街地全自治会からの御協力によりまして、子

どもたちを地域の目で見守る「校区支援ネットワーク」に取り組み、中学校において

は、自転車通学時におけるヘルメット着用の義務化など、安全教育の指導に取り組んで

まいります。また、陸別駐在所や町内企業による安全パトロールの実施などと共に、情

報の共有化と安全確保に努めてまいります。 

　学校施設における教育環境の充実につきましては、子どもたちの安全な学習・生活の

場、地域住民の防災拠点として、学校施設の改修整備を計画的に推進してまいります。

中学校体育館のＬＥＤ改修を予定していますので、必要な予算を計上いたしました。 

　第２に、社会教育・生涯学習の推進であります。 

　社会教育・生涯学習推進のため、第９期陸別町社会教育計画に基づき、多様化するラ

イフステージに応じて、「誰でも、いつでも、どこでも、何からでも」学べる機会の提

供、関連施設の整備・充実に向けて取り組んでまいります。 

　文化芸術活動につきましては、年齢や障害の有無、住んでいる地域等にかかわらず、

全ての町民が生涯を通じて文化芸術を鑑賞したり、体験したりすることにより、心豊か

な人生を送ることができるように取り組むことが必要とされています。 

　本町では、文化協会加盟団体を中心に文化芸術活動が行われており、質の高い芸術文

化の提供を目的とした「ふるさと劇場」、「あかえぞ文藝舎」による町民文芸誌「あか
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えぞ」の発刊など、町民による文化活動が進められています。人口減少や高齢化などに

より、活動の縮小や内容の固定化など、活動団体を取り巻く環境は厳しい状況が続いて

いますが、社会教育委員や文化協会等と連携しながら、公民館を「社会教育・生涯学

習・読書活動推進の拠点」として機能の充実が求められるよう学習機会の提供に努め、

生涯を通じた学習を推進し、町民の心豊かな生活の実現を目指してまいります。 

　なお、公民館につきましても、施設の老朽化が課題となっておりますので、その整備

に向けて検討を進めてまいります。 

　協調性や社会性などを育むと共に、コミュニケーション能力の向上を図るジュニア

リーダーの育成のため、中学生対象の道内「英語研修派遣事業」、小学生対象の「魅力

体感 in りくべつ事業」など、集団での様々な考える体験活動を通して、地域活動に参画

するリーダーの育成に努めてまいります。 

　学童保育所は共働き等による放課後の保育が困難な家庭を対象とする子育て支援事業

であります。これまで同様、保育を希望する家庭の全ての児童を受け入れ、今後も小学

校や保育所と連携し、安全・安心であることを第一に考えて、運営に取り組んでまいり

ます。 

　文化財の保護と活用につきましては、町民の郷土に対する理解と関心を高めると共

に、地域の歴史や文化、風土を町内外に発信する上で大きな役割を担っています。 

　本町の文化財は関寛斎資料館を核としての顕彰活動や、国指定史跡ユクエピラチャシ

跡、町指定文化財、郷土史料など、恵まれた環境にあります。先人が残したすばらしい

財産を次世代に継承するため、町民レベルでの活動が行われていますので、引き続き支

援してまいります。 

　今後も広報や教育分野などを通じ、町の歴史や文化を町民に伝え、その活用と理解を

得るためにも、移動研修や町民見学会、ふるさと科授業などに取り組み、より一層町内

外へ文化財の発信を推進してまいります。 

　第３に、スポーツの振興であります。 

　町民の健康・体力づくりに取り組む機会の拡充と、その普及・推進に取り組むため、

生涯にわたって「誰もが」、「いつでも」、スポーツ・レクレーションに親しんでいた

だけるよう、パークゴルフ場など施設の充実に努めてまいります。 

　また、町民が気軽に参加できるスポーツの集いを開催するなど機会の提供に努め、各

自治会の地域交流・振興を目的として、今後の継続開催に向けて課題の整理に取り組ん

でまいります。 

　スポーツ推進委員や体育連盟、スポーツ少年団、保健福祉センターとの連携を図りな

がら、スポーツを楽しむ機会やその環境を整備するため、スポーツ団体への支援やス

ポーツ振興基金を活用した助成事業を進めると共に、「陸別町教育施設長寿命化計画」

に基づき、スポーツ施設などの計画的な整備、維持管理に取り組んでまいります。 

　令和４年度から検討、協議を進めてきました町民水泳プールにつきましては、この
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間、いろいろな御意見をいただきましたので、令和６年度にその根拠等を明確にするた

め、耐震診断調査を実施することといたしましたので、必要な予算を計上いたしまし

た。 

　第４に、給食・食育の推進であります。 

　学校給食衛生管理基準に基づき、調理過程や施設の衛生面、食品の取扱いなど、厳し

く管理に取り組むと共に、食物アレルギーをもつ子どもたちに対して個別の面談を行う

など、安心・安全な学校給食の実施に取り組んでまいります。子どもたちのリクエスト

による給食メニューなど、今後もおいしい、楽しみと言ってもらえる給食の提供を進め

てまいります。 

　保護者や地域の皆様には給食だより、ホームページ等を通じて、町内企業から和牛等

の地場産品の無償提供や給食及び食事についての情報提供を行うと共に、陸別町給食セ

ンター運営委員会、町民給食試食会の開催など、理解と協力が得られるよう努めてまい

ります。 

　これからも現状に立ち止まらない積極的かつやさしい教育行政を推進し、町民の付託

に応えられるよう努めてまいります。 

　町議会並びに町民皆様の御理解と御協力をお願い申し上げまして、教育行政執行方針

といたします。 

○議長（久保広幸君）　以上で、令和６年度町政執行方針及び教育行政執行方針を終わ

ります。 

　執行方針に係る一般質問の追加がある方は、本日午後５時までに提出してください。 

─────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

─────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

　本日は、これにて散会します。 

散会　午後　２時００分　　 
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　以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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